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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶パネルとバックライト装置を備え、
　前記バックライト装置が、平面視矩形の導光板と、前記導光板の側面に対応する入光面
に向けて光を出射する光源部とを有し、前記光源部は、前記入光面に平行で前記導光板の
厚み方向に垂直な第１方向に配置された複数の光源ブロックで構成された液晶表示装置で
あって、
　前記導光板が、前記液晶パネルの背面と対向する表面には上方へ光を取り出すための溝
構造部を、裏面には光を散乱させるためのドットパターンを備える構成であり、
　前記溝構造部は、前記導光板の入光面に垂直な第２方向に延伸する溝部を複数ストライ
プ状に有すると共に、隣接する２つの前記溝部に挟まれた部分に前記第２方向に延伸する
尾根部が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記溝部の谷の高さ位置が、前記導光板の入光面に対向する前記光源部の側面の高さ位
置と同じか又はそれより上方に位置することを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置
。
【請求項３】
　前記ドットパターンは、前記第２方向に沿って前記導光板の入光面から離間するほど密
に分布していることを特徴とする請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
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　前記光源ブロックと前記導光板の間に、前記光源ブロックから前記導光板に入射する光
の指向角を制御するための指向特性制御部材を有し、
　前記指向特性制御部材は、光透過部と光遮蔽部を前記第１方向に交互に連続して形成さ
れていることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記指向特性制御部材は、所定位置より前記光源ブロックに近い第１領域においては、
前記光透過部と前記光遮蔽部が前記第１方向に交互に連続して形成され、前記所定位置よ
り前記導光板に近い第２領域においては全体が光透過性を有するように形成されているこ
とを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記光源ブロックは、前記第１方向に複数のＬＥＤ素子が配置されており、
　前記指向特性制御部材は、前記光遮蔽部間のピッチが前記ＬＥＤ素子間のピッチより狭
くなるように形成されていることを特徴とする請求項４又は５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記指向特性制御部材は、前記光遮蔽部が前記第２方向に沿って前記光源ブロックに近
づくほど、前記光遮蔽部間のピッチが狭くなるように形成されていることを特徴とする請
求項４～６の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記光源ブロックは、前記第１方向に複数のＬＥＤ素子が配置されると共に、光透過性
を有する封止体によって当該複数のＬＥＤ素子が一体として封止され、
　前記封止体が、前記導光板の入光面に対向する面側において、前記導光板の厚み方向と
平行に延伸する溝部を複数ストライプ状に有することを特徴とする請求項１～７の何れか
１項に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記光源ブロックは、一の側面を前記導光板の入光面に対向させて配置された棒状の光
源用導光体と、前記導光板の入光面に対向する前記光源用導光体の側面と直交する前記光
源用導光体の２側面に対向するように前記光源用導光体を挟んで配置された１組のＬＥＤ
光源とを有し、
　前記光源用導光体は、前記導光板の入光面に対向する面側において、前記導光板の厚み
方向と平行に延伸する溝部を複数ストライプ状に有することを特徴とする請求項１～７の
何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記導光板が有する溝部は、谷の位置において前記第１方向における断面の幅が最も狭
くなるような形状であることを特徴とする請求項１～９の何れか１項に記載の液晶表示装
置。
【請求項１１】
　前記溝部を形成する２つの斜面の成す角度が８８°以上９８°以下であることを特徴と
する請求項１～１０の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記第２方向が、前記液晶パネルの走査方向と一致することを特徴とする請求項１～１
１の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記光源部が、前記第１方向に配置された３以上の光源ブロックで構成されていること
を特徴とする請求項１～１２の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年の液晶表示装置の小型化、省電力化の流れを受け、その市場は拡大の一途をたどっ
ている。
【０００３】
　液晶表示装置に静止画を表示させる場合においては、実用上ほとんど問題となることは
ない。しかし、動画を表示させる場合、表示される画像が尾を引くことがある（動画ボケ
）。黒バック画面に白いボールが動くと、白いボールの後ろに灰色の影が現れるような状
況がその例である。
【０００４】
　下記特許文献１によれば、光源となるバックライトを構成する導光板を複数のブロック
に分割し、分割されたブロックは映像信号と同期を取って点灯／消灯を繰り返すことによ
って高コントラストで動画ボケの発生しない表示装置を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２１０１２２号公報
【特許文献２】特開２００９－０３１４４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の構成では、導光板を複数のブロックに分割し、隣接する各ブロック間に空
気層若しくは反射層を設けてライン状光源を形成することで、高性能な映像表示装置を実
現している。しかし、この構成を実現するには製造コストが非常にかかるため、安価で同
等の性能を有する光制御技術が求められていた。
【０００７】
　低コスト化のため導光板を単一板とすべく、導光板の側面から入射した光を隣接する点
灯エリアへ分散させないように、点灯エリアの境界に沿って導光板の裏面、すなわち液晶
パネルとは反対側の面に溝を形成した事例がある（特許文献２参照）。この従来例では、
溝が導光板の表面までは達しておらず、単一板となっている。
【０００８】
　しかし、この場合、溝の部分で反射した光が導光板の表面側（液晶パネル側）に出射し
、この結果、溝に沿って輝線状の発光となって見えてしまい、明暗のコントラストがつい
て表示画面の周囲での画質低下を引き起こすという問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑み、動画ボケを防ぎながらも低コスト化を実現可能な液晶
表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の液晶表示装置は、
　液晶パネルとバックライト装置を備え、
　前記バックライト装置が、平面視矩形の導光板と、前記導光板の側面に対応する入光面
に向けて光を出射する光源部とを有し、前記光源部は、前記入光面に平行で前記導光板の
厚み方向に垂直な第１方向に配置された複数の光源ブロックで構成された液晶表示装置で
あって、
　前記導光板が、前記液晶パネルの背面と対向する表面には上方へ光を取り出すための溝
構造部を、裏面には光を散乱させるためのドットパターンを備える構成であり、
　前記溝構造部は、前記導光板の入光面に垂直な第２方向に延伸する溝部を複数ストライ
プ状に有すると共に、隣接する２つの前記溝部に挟まれた部分に前記第２方向に延伸する
尾根部が形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　この溝構造部は、導光板と同一の透過性材料で構成するのが好適である。
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【００１２】
　この液晶表示装置は、前記溝部の谷の高さ位置が、前記導光板の入光面に対向する前記
光源部の側面の高さ位置と同じか又はそれより上方に位置することを別の特徴とする。
【００１３】
　この液晶表示装置は、前記ドットパターンが前記第２方向に沿って前記導光板の入光面
から離間するほど密に分布していることを別の特徴とする。
【００１４】
　この液晶表示装置は、前記光源ブロックと前記導光板の間に、前記光源ブロックから前
記導光板に入射する光の指向角を制御するための指向特性制御部材を有し、前記指向特性
制御部材が、光透過部と光遮蔽部を前記第１方向に交互に連続して形成されていることを
別の特徴とする。
【００１５】
　更に上記特徴に加えて、前記指向特性制御部材を、所定位置より前記光源ブロックに近
い第１領域においては、前記光透過部と前記光遮蔽部が前記第１方向に交互に連続して形
成し、前記所定位置より前記導光板に近い第２領域においては全体が光透過性を有するよ
うに形成しても良い。
【００１６】
　また、この液晶表示装置は、前記光源ブロックに前記第１方向に複数のＬＥＤ素子が配
置されており、前記指向特性制御部材は、前記光遮蔽部間のピッチが前記ＬＥＤ素子間の
ピッチより狭くなるように形成されていることを別の特徴とする。
【００１７】
　更に、前記指向特性制御部材を、前記光遮蔽部が前記第２方向に沿って前記光源ブロッ
クに近づくほど、前記光遮蔽部間のピッチが狭くなるように形成しても良い。
【００１８】
　また、この液晶表示装置は、前記光源ブロックに前記第１方向に複数のＬＥＤ素子が配
置されると共に、光透過性を有する封止体によって当該複数のＬＥＤ素子が一体として封
止されており、前記封止体が、前記導光板の入光面に対向する面側において、前記導光板
の厚み方向と平行に延伸する溝部を複数ストライプ状に有することを別の特徴とする。
【００１９】
　この液晶表示装置は、前記光源ブロックが、一の側面を前記導光板の入光面に対向させ
て配置された棒状の光源用導光体と、前記導光板の入光面に対向する前記光源用導光体の
側面と直交する前記光源用導光体の２側面に対向するように前記光源用導光体を挟んで配
置された１組のＬＥＤ光源とを有し、
　前記光源用導光体は、前記導光板の入光面に対向する面側において、前記導光板の厚み
方向と平行に延伸する溝部を複数ストライプ状に有することを別の特徴とする
【００２０】
　この液晶表示装置は、前記導光板が有する溝部が、谷の位置において前記第１方向にお
ける断面の幅が最も狭くなるような形状であることを別の特徴とする。
【００２１】
　この液晶表示装置は、前記溝部を形成する２つの斜面の成す角度が８８°以上９８°以
下であることを別の特徴とする。
【００２２】
　この液晶表示装置は、前記第２方向が、前記液晶パネルの走査方向と一致することを別
の特徴とする。
【００２３】
　この液晶表示装置は、前記光源部が前記第１方向に配置された３以上の光源ブロックで
構成されていることを別の特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の液晶表示装置によれば、所定の光源ブロックから出射された光は、光源ブロッ
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クに対応する表示エリアに隣接する表示エリアまで導光板内で光が到達しても、導光板表
面の溝形状によって光が上方向へほとんど取り出されることがない。このため、隣接する
表示エリア間でクロストークを生じさせることなく局所点灯が可能となる。
【００２５】
　よって、データ書き込みが完了していない表示エリアを非点灯とすべく、当該表示エリ
アに対応した光源ブロックを非点灯とした場合、点灯している隣接の光源ブロックからの
光が当該表示エリアに照射されるということがない。このため、データ書き込みが完了し
ていない当該表示エリアが視認されることがないため、動画ボケなく鮮明な動画表示がで
きる。
【００２６】
　また、導光板の入光面近傍での輝度ムラが発生することもなく導光板表面で均一な点灯
が可能となり、輝度ムラのない画像表示が可能となる。
【００２７】
　更に、導光板を単一板で形成するので、従来のように分割して形成した場合に必要であ
った分割導光板間の位置関係の調整が不要となるため製造プロセスが簡素化され、製造コ
ストが低廉化する。そして、導光板内に入射された光に、分割導光板間の空気層内でロス
が発生するということもない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の液晶表示装置の模式図
【図２】本発明の液晶表示装置の概略断面図
【図３】導光板の模式図
【図４】導光板に光を入射させた状態を示す写真
【図５】導光板と点光源と光学シート群の位置関係を示す模式図
【図６】駆動方法の一例を示す模式図
【図７】駆動方法の別の一例を示す模式図
【図８】典型的な点灯モードにおける点灯の様子を示す写真
【図９】第２実施形態の液晶表示装置が備える光源ブロックの模式図
【図１０】第２実施形態の液晶表示装置が備える光源ブロックの別の模式図
【図１１】第３実施形態の液晶表示装置が備える指向特性制御部材の模式図
【図１２】第３実施形態の液晶表示装置が備える指向特性制御部材の別の模式図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　［第１実施形態］
　図１は、本発明の液晶表示装置の概略構造図であり、（ａ）が平面図を、（ｂ）～（ｄ
）は、一部の要素を抽出して図示したものである（但し、液晶パネルを除く）。また、図
２は、バックライト装置を含む液晶表示装置の概略断面図である。
【００３０】
　液晶表示装置１は、表面が開口している箱状の筐体３０内に、矩形状の導光板１０が設
置され、導光板１０を隔てた両側面（一方向）にはＬＥＤ基板Ｍ１，Ｍ２が設置されてい
る。このＬＥＤ基板は、コネクタ部２１を通じて電源５や制御回路（不図示）と電気的に
接続している。導光板１０は、アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂等の有機樹脂或いは
ガラス基板等によって構成される。
【００３１】
　なお、以下では、説明の都合上、（ａ）において、紙面に向かって左から右への方向を
Ｘ方向とし、紙面に向かって下から上への方向をＹ方向とし、紙面に垂直に紙面の裏面側
から表面側への方向をＺ方向とする。Ｙ方向が「第１方向」に対応し、Ｘ方向が第２方向
に対応する。
【００３２】
　導光板の表（おもて）面側（液晶パネル側）には、複数の光学シート（拡散シート１１
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，プリズムシート１２，偏光反射シート１３）が積層して配置され、その上に液晶パネル
１５が設置される。一方、裏面側並びにＬＥＤ基板が配置されていない側面には、反射シ
ート１４が配置されている（紙面の都合上、図１では符号のみを記載している）。
【００３３】
　短冊状のＬＥＤ基板Ｍ１，Ｍ２には、複数の点光源（ＬＥＤ光源）が同基板の長手方向
（Ｙ方向）に沿って所定間隔で搭載されている。本実施例では、ＬＥＤ基板の端から順に
隣接する１２個の点光源で１つの光源ブロックを構成し、この光源ブロックを、Ｍ１，Ｍ
２の両基板上に４つずつ備える構成としている。図１（ａ）に示すように、ＬＥＤ基板Ｍ
１上には光源ブロックＡ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４が搭載され、ＬＥＤ基板Ｍ２上には光源ブ
ロックＢ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４が搭載されている。なお、光源ブロックの数や、各光源ブ
ロック上のＬＥＤ素子の数は本実施形態の数に限られるものではない。
【００３４】
　なお、前記光源ブロック（Ａ１～Ａ４，Ｂ１～Ｂ４）とは、点光源をＬＥＤ基板（Ｍ１
，Ｍ２）の長手方向（Ｙ方向）に沿って所定間隔で複数搭載して構成した光源モジュール
のうち、導光板１０の各点灯エリアに対応する複数の点光源の集合体を指している。例え
ば、光源ブロックＡ１とＡ２は、それぞれ導光板１０上の異なるエリアを点灯する。
【００３５】
　図１（ｃ）に示すように、各光源ブロックは直列に接続された複数のＬＥＤ素子（上記
の点光源に対応）で構成されている。なお、図１（ｄ）は、ＬＥＤ基板Ｍ１上に各ＬＥＤ
素子が配置されている状態を図１（ａ）の上から見たときの模式図である。
【００３６】
　図１（ｂ）に示すように、それぞれの光源ブロックはコネクタ部２１を介して電源５と
電気的に接続される。つまり、各光源ブロック間は並列に接続され、各光源ブロック内の
ＬＥＤ素子は直列に接続されている。よって、光源ブロック内の点光源は同時に駆動され
、各光源ブロック間では独立駆動が可能となっている。
【００３７】
　図１（ａ）の構成によれば、導光板１０を隔てて対向する光源ブロック対（Ａ１とＢ１
，Ａ２とＢ２，……）によって挟まれた領域の導光板１０の表面エリアが一つの点灯エリ
アとなる。そして、各光源ブロック対が点灯することにより、対応する導光板の表面エリ
アが発光する。図１のように光源ブロック対が４つ構成されている場合には、表面エリア
が４エリアに分けられることとなる。
【００３８】
　図２に表示されている１組のＬＥＤ素子の夫々は、導光板１０を隔てて対向する光源ブ
ロック対内に存在するＬＥＤ素子に相当する。図２では、ＬＥＤ基板Ｍ１上に搭載された
ＬＥＤ素子によって構成された点光源にＬＡと符号を付し，ＬＥＤ基板Ｍ２上に搭載され
たＬＥＤ素子によって構成された点光源にＬＢと符号を付している。なお、基板Ｍ１，Ｍ
２は額縁３５によって覆われることで、光源から放射された光が直接上方（Ｚ方向）へ散
乱するのを防いでいる。
【００３９】
　導光板１０は、表面側（液晶パネル１５側）に溝構造部３２、裏面側に光拡散用のドッ
トパターン３１を有する。図３に導光板１０の模式図を示す。（ａ）が斜視図、（ｂ）が
（ａ）のＹ方向に平行なＡ－Ａ’線断面図である。なお、溝構造部３２とは、凹部と凸部
が連続して形成されることでその凹部によってＶ字形の溝を有している構造部を指してい
る。
【００４０】
　導光板１０の表面側には、溝構造部３２が設けられ、入光方向に平行な方向に延伸する
溝形状（溝部）が多数形成されている。これにより、導光板１０に入射した光の所定角度
範囲で溝構造部３２に入光した光を、導光板１０の上方向（Ｚ方向）に放出させることが
できる構成となっている。
【００４１】
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　溝構造部３２の形状としては、例えば図３（ｂ）に示すように、導光板１０の入光面に
平行な断面（Ａ－Ａ’断面）の形状が三角形に近いプリズム形状が複数連続してなる構成
を採用することができる。このとき、各プリズム形状が構成する頂点の角度は８８°～９
８°（好ましくは９３°）とするのが好ましい。また、プリズム形状の頂点（尾根部）の
高さは、導光板面内で一定であることが好ましい。
【００４２】
　また、溝構造部３２は、その谷の高さ位置が、ＬＥＤ素子によって構成される点光源の
発光面の周縁部と同等の高さ位置、若しくはそれよりも上方に位置するように設計・配置
される。さらにいうと、点光源から放出された光の導光板の入光面に投射される発光パタ
ーンの周縁（たとえば、光軸方向の光度の1/2以下など、所望の規定量で定義された発光
領域）にかからないような谷の高さ位置とすることが好ましい。このような浅い溝構造部
の構成とすることで、溝部へ光が漏れ、上方向に光が取り出されて輝線上の発光が強調さ
れたり、ＬＥＤ素子からの光の一部が導光板に入光せず、光ロスを生じさせる不具合を解
消することができる。また、谷の高さ（溝部の深さ）は、導光板面内で一定とするのが好
ましい。
【００４３】
　無論、溝構造部３２の形状は図３（ｂ）に図示した構成には限定されず、上に凸の曲面
形状が複数連続してなる形状等（いわゆるレンチキュラー構造等）、導光板１０に入光し
た光を上方向に導くことができる構成であれば良い。つまり、少なくとも入光方向と平行
に複数延伸する溝形状を有する構成であれば良い。
【００４４】
　溝構造部３２は、導光板１０と同じ材料で構成される。溝構造部３２の形成方法として
は、種々の方法が利用できる。例えば、平板状の導光板表面に導光板と同じ材料の未硬化
樹脂を塗布して、スタンパーを用いてインプリント（熱硬化若しくは光硬化）によって形
成する方法や、押し出し成型によって導光板と一体に形成する方法、或いはレーザー加工
による印刷方式を用いて導光板の表面側表面に加工を施して形成する方法等である。なお
、インプリントによって形成する場合には、後から樹脂を塗布して硬化させて形成した溝
構造部３２を含む部分と、導光板１０（本体部分）との界面が屈折や反射のない光学的に
連続な界面で実現される必要がある。
【００４５】
　導光板１０の裏面側には、導光板に入ってきた光を導光板面内で均一に発光させるべく
、ドットパターン３１が複数分布して形成されている。この分布は、入光方向（Ｘ方向）
に沿って、入光面から離れるほど分布密度が大きくなるように形成されている。すなわち
、点光源の配置位置が近い導光板１０の側面から入光方向に最も離れた、導光板１０の中
央付近において、ドットパターンの分布密度が高くなっている。また、入光方向に垂直な
Ｙ方向（光源ブロックの長手方向）には、一定の分布密度でドットパターン３１が配置さ
れている。
【００４６】
　ドットパターン３１は、ドット形状を有することで導光板１０内において光を散乱させ
る機能を奏する。この機能により、導光板１０内に入光した光の一部はドットパターン３
１によって底面側で反射して表示面側に導かれる。そして、導光板１０の上方へ光が取り
出され、これによって面内輝度が均一化される。ドットパターン３１は、光散乱性塗料を
塗布することによって実現しても良いし、導光板１０の裏面を凸形状に加工（レーザー加
工）することで実現しても良い。
【００４７】
　図４は、表面側に溝構造部３２，裏面側にドットパターン３１を設けた導光板１０に光
源ブロックから光を入射させた場合の状態を、通常の導光板の場合と対比した写真である
。（ａ）は通常の導光板に光を入射させた状態、（ｂ）は導光板１０に光を入射させた状
態を示している。
【００４８】
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　（ａ）と比較した場合、（ｂ）の方が、点灯エリア内で点灯させることができ、隣接エ
リア内に侵入する光量を大きく抑制することができていることが分かる。
【００４９】
　図５は、導光板１０と点光源（ＬＡ，ＬＢ）、光学シート群（１１～１３）の位置関係
を示す模式図である。図５（ａ）が図３（ａ）をＹ方向に見たときの模式図であり、（ｂ
）が入光方向（Ｘ方向）に見たときの模式図である。
【００５０】
　点光源（ＬＡ，ＬＢ）は、ＬＥＤ基板（Ｍ１，Ｍ２）上に青色ＬＥＤチップが搭載され
、青色ＬＥＤチップの周囲がドーム状の封止体によって封止されている。この封止体は、
ＬＥＤチップを覆い蛍光体を含む透光性樹脂からなる内郭層、内郭層を覆い蛍光体を含ま
ない透光性樹脂からなる外郭層の２層構造を有している（不図示）。
【００５１】
　青色ＬＥＤチップから放出された一次光（青色光）を蛍光体が吸収し、一次光よりも長
波長の二次光を放出し、一次光と二次光の混合光によって白色光が放出される。
【００５２】
　点光源は、導光板１０への入光面との結合効率を向上させると当時に、導光板１０に入
光した光が導光板１０内でＹ方向に拡散して隣接する点灯エリア内に拡がらないようにす
るため、入光面に投射された光の指向角が狭い方が好ましい。例えば９０°以下の指向角
を持つことが好ましく、より好ましくは７５°以下、更に好ましくは４５°以下であるこ
とが好ましい。一例として、各点光源の指向角を１２０°とした場合に、点光源から導光
板１０までの距離を１ｍｍ、導光板１０の厚みを４ｍｍ、封止体の高さを１．６ｍｍとす
ると、指向角７５°の光源ブロックが実現できる。
【００５３】
　なお、ここでいう「指向角」とは、点光源の中心位置を通る光軸方向の光度を１００％
とした時に、点光源から放出される光の光度が５０％以上となる角度範囲を表わす。
【００５４】
　このような狭い指向特性とするために、点光源（ＬＥＤ光源）において、封止体の周辺
を封止体と離間して反射部材で覆う構成としたり、封止体を矩形状やレンズ状とするのも
好適である。
【００５５】
　また、従来構成において、動画ボケが視認されてしまう原因としては、電圧印加時から
目標透過率に達するまでにある程度の時間を要する点にある。つまり、画素上の液晶は電
圧が印加されてもすぐには目標の透過率とならないため、透過率変化中の状態が液晶表示
装置の観察者に見えてしまい、この結果動画ボケが視認されてしまう。
【００５６】
　本実施形態の液晶表示装置では、点灯する光源ブロック対に応じて点灯エリアを変化さ
せることができる。よって、透過率変化中の状態の画素については、当該画素位置を含む
表示エリアをバックライトとして点灯させる点灯エリアをその点灯対象とする光源ブロッ
ク対を消灯しておき、透過率が目標値になった画素については、当該画素位置を含む表示
エリアをバックライトとして点灯させる点灯エリアをその点灯対象とする光源ブロック対
を点灯させる。これにより、透過率変化中の状態が観察者によって確認されることがなく
、動画ボケが解消する。
【００５７】
　このような動画ボケ対策を講じた本実施例の液晶表示装置の駆動方法の一例につき、図
６、図７を参照して説明する。なお、説明の都合上、点灯エリアＤ１からの照射光をバッ
クライトとする液晶パネル１５内の表示エリアをｄ１と表わす。同様に、点灯エリアＤ２
に対応する表示エリアをｄ２，点灯エリアＤ３に対応する表示エリアをｄ３，点灯エリア
Ｄ４に対応する表示エリアをｄ４と表わす。
【００５８】
　図６の駆動方法は、現在書き込み動作が行われている表示エリアの次のターンで書き込
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みが行われる表示エリアを照射する点灯エリアにのみ入光し、他の点灯エリアには光を入
射させないという方法である。なお、ここでは同一の点灯エリアを継続して点灯する動作
を「ターン」と記載している。例えば、現時点で表示エリアｄ３内の画素に対する書き込
み動作が行われている場合、第４ブロック対（Ａ４，Ｂ４）のみを点灯させて点灯エリア
Ｄ４を点灯させることで、当該点灯エリアＤ４からの照射光をバックライトとする液晶パ
ネル１５内の表示エリアｄ４を表示させる。なお、他のブロック対は消灯する（ａ）。
【００５９】
　そして、表示エリアＤ３内の各ラインへの書き込みが完了すると、第４ブロック対（Ａ
４，Ｂ４）を消灯し、第１ブロック対（Ａ１，Ｂ１）を点灯して表示エリアｄ１を表示さ
せる（ｂ）。以下、同様にして表示エリアを切り替える。
【００６０】
　この駆動方法の場合、書き込み対象となる表示エリア内の各画素の透過率は、３ターン
が終了するまでに安定すれば良い。すなわち、表示エリアＤ３内の各ラインへの書き込み
動作が完了した時点で、すぐに表示エリアＤ４の暗転、及びＤ１の明転を行っても、同一
の点灯エリアが点灯されている時間を１ターンとすれば、表示エリアＤ１内の各画素は、
少なくとも直前に書き込まれてから３ターンの時間が経過しているので透過率は十分安定
しており、表示エリアＤ１には安定した画像が表示される。
【００６１】
　なお、光源部が３つの光源ブロック対（Ａ１とＢ１，Ａ２とＢ２，Ａ３とＢ３）で構成
されている場合には、図７に示すように、３つの導光板１０上の領域を３つの点灯エリア
に分割して同様に実行することができる。この場合、表示エリアＤ２内の各ラインへの書
き込み動作が完了した時点で、すぐに表示エリアＤ３の暗転、及びＤ１の明転を行っても
、表示エリアＤ１内の各画素は、少なくとも直前に書き込まれてから２ターンの時間が経
過しており、同エリアには安定した画像が表示される。
【００６２】
　かかる制御を行うことで、透過率が変化している箇所についてはバックライトが消灯し
ているため、動画ボケの原因が解消し、良質な画像が表示できる。なお、駆動方法は図６
や図７の方法に限られず、他の方法を採用することも可能である。
【００６３】
　動画ボケ対策としては、前のフレームの表示画像と次のフレームの表示画像の間に、全
面の液晶パネル透過率を０％にするか、全表示エリアの点光源を消灯させることによって
黒表示画像を挿入する方法も考えられる。しかし、かかる方法を用いた場合にはこの瞬間
の表示輝度が低下してしまう。
【００６４】
　本実施形態の方法の場合においても、一部の表示エリアについては消灯するため、全面
点灯の比べると輝度の低下は避けられないが、黒表示画像を挿入する方法に比べれば、輝
度低下を改善できる。
【００６５】
　図８に典型的な点灯モード下での点灯の様子を示す。（ａ）が全点灯モード（全光源ブ
ロック点灯）、（ｂ）が一列点灯モード（一の光源ブロック対のみ点灯）、（ｃ）が１列
黒挿入モード（一の光源ブロック対のみ消灯し、他は点灯）に対応する。
【００６６】
　図８（ａ）によれば、全点灯モードでは全面エリア間で明線，暗線なく点灯しているの
が分かる。また、（ｂ）によれば、一列点灯では、隣接する点灯エリアへ光が大きく漏れ
ることなく、明線，暗線もなく点灯できているのが分かる。また、（ｃ）によれば、１列
黒挿入では、周囲の点灯エリアからの光が消灯された隣接エリア内へ漏れることなく、明
線，暗線もなく点灯できているのが分かる。
【００６７】
　以上説明したように、本実施形態では、所定の画素ラインの液晶パネルの透過率が所定
の値になるのを待ってからこの画素ラインを含むエリアを点灯させるようにすることで、
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動画ボケの解消が可能なエリア点灯制御が実現できる。かかる制御を行うことで、輝度の
低下を極力抑えつつ、動画ボケのない動画表示や明線／暗線のない静止画表示が可能とな
る。そして、隣接ブロック間に空気層や反射層を設ける必要がないため、製造コストの大
幅な上昇を招くということもない。
【００６８】
　なお、本実施形態の比較例として、本実施形態の導光板１０に代えて、底面側に溝構造
部３２を設け、表示面側にドットパターン３１を設けた構成の導光板（便宜上、「導光板
α」と表記する）を使用した場合に、所定のエリアを点灯させると、隣接する点光源から
放出される光の干渉により、表示面側から見た場合に導光板αの入光面に沿って、入光面
近傍で明暗のパターンが生じてしまうことが判明した。ドットパターン３１の形状による
光散乱の効果により、明暗パターンを多少緩和させることは可能だが、本実施形態のよう
に完全に目立たなくすることはできなかった。完全に目立たなくするには、導光板αの入
光面近傍付近を額縁で隠す必要があり、大画面表示化への妨げとなる。
【００６９】
　また、点光源間の間隔を狭くすることでも対応できるが、バックライト装置全体で使用
する点光源の数が増加することになるので、コスト面でのデメリットが大きくなる。
【００７０】
　本実施形態の構成の場合には、導光板１０の溝構造部３２の存在が隣接する光源間の輝
度分布を打ち消す働きを示す。光源中心が溝構造部３２の谷の位置と対向する箇所におい
ては、光源からの入射光のうち導光板１０の上方へ取り出される光量は抑制される一方、
溝構造部３２の斜面と対向する箇所においては多くの光量が取り出される。これによって
、入光面近傍においても、隣接する光源間での輝度分布が打ち消されて均一化され、明暗
が生じにくくなる。
【００７１】
　従って、比較例に比べて点光源の間隔を広くとることができ、点光源の個々の輝度を上
げたものを使用するか、若しくは駆動条件によって輝度を上げることで、点光源の数をへ
らすことができる。すなわち、バックライト装置として全体の輝度を下げることなく、入
光面近傍の明暗ムラを低減でき、しかも低コストで実現できる。
【００７２】
　［第２実施形態］
　第１実施形態では、複数の点光源からなる光源ブロック（Ａ１～Ａ４，Ｂ１～Ｂ４）を
複数備える構成とした。これらの各光源ブロックの構成として、その長手方向（Ｙ方向）
に沿う全出射面にわたってほぼ垂直に光が出射されるような指向特性を有する線状光源を
利用しても良い。
【００７３】
　例えば、図９に示すように、一列上に配置した複数のＬＥＤ素子６１を封止体６０によ
って一括で封止し、封止体の外側（出射面）に向けて均一輝度分布で発光するように封止
体６０の表面を溝形状に加工した線状光源とすることができる。なお、（ａ）は導光板１
０側から光源ブロックを見たときの模式図であり、（ｂ）は上方から光源ブロックを見た
ときの模式図である。
【００７４】
　図９（ｂ）に示すように、光源ブロックの長手方向の側面にはリフレクタ６２を配置す
ることで、側面方向へ進行する光を出射面６３側へと向かわせることができる。
【００７５】
　また、別の例としては、図１０に示すように、光源ブロックとして棒状の光源用導光体
７０を形成し、その長手方向（Ｙ方向）の両端にＬＥＤ光源７１を配置する。そして、光
源用導光体７０の、導光板１０に対向する長手方向の一側面（ＸＺ平面）を溝形状に加工
することで線状光源を構成しても良い。図１０（ｂ）における６３は、図９（ｂ）と同様
に出射面を表わしている。光源用導光体７０は、導光板１０と同一の材料を用いることが
できる。
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【００７６】
　図９や図１０のような構成とすることで光源ブロックから導光板１０に向かってほぼ直
線的に光を放射することができるため、隣接表示エリア内に光が進行するのを抑制する効
果をより発揮できる。
【００７７】
　［第３実施形態］
　光源ブロックの指向特性を向上させるために、光源ブロックと導光板１０の間に指向特
性制御部材（ルーバー部材）を挿入する構成としても良い。
【００７８】
　図１１（ａ）は、光源ブロックと導光板１０の間に指向特性制御部材８０を設置した状
態の上面視模式図である。また、（ｂ）は、指向特性制御部材８０を入光方向（Ｘ方向）
に見たときの模式図である。
【００７９】
　指向特性制御部材８０は、全体の形状が棒状となっており、長手方向（Ｙ方向）に沿っ
て光透過部８１と光遮蔽部８２（若しくは光反射部）が交互に形成されている。光透過部
８１は等間隔に配置されており、ＬＥＤ光源ＬＡのピッチやサイズよりも狭いピッチで配
置されている（１００～２００μｍ）。図１１の例では、光遮蔽部８２が三角柱形状で構
成され、Ｘ方向に垂直な平面（ＹＺ平面）では矩形を、Ｚ方向に垂直な平面（ＸＹ平面）
では三角形を示すような向きに配置される。三角柱の側面のうち、その一辺を三角形の斜
辺が構成する側面については、光透過部８１と接している。
【００８０】
　指向特性制御部材８０は、導光板１０と同様、アクリル樹脂やポリカーボネイト樹脂に
よって実現され、光遮蔽部８２を構成する箇所に光拡散フィラー、着色材等を添加した部
材を埋め込むことで実現される。
【００８１】
　別の方法としては、図１１（ｃ）に示すように、光遮蔽部８２の内部は空洞とし、光透
過部８１と接する面上に光反射性膜を形成することで実現しても良い。この場合、指向特
性制御部材の形状保持のため、光透過部８１が連結された連結部８３が形成されており、
光遮蔽部３２の内部の空洞が丁度、棒状の光透過部材に溝を設けた構成となっている。
【００８２】
　このように構成した場合、ＬＥＤ光源ＬＡから斜め方向（Ｘ方向と角度を有する方向）
に進行した光は、光遮蔽部８２に当たりやすくなり、当該箇所で反射或いは吸収がなされ
ることで光が減衰する。つまり、指向特性制御部材８０を設けない場合と比べて、導光板
１０へ光を向かわせることのできる指向角を狭めることができる。なお、Ｘ方向に対して
平行に近い方向に進行した光は、光透過部８１を介してそのまま導光板１０へ進行する。
【００８３】
　なお、図１２に示すように、光遮蔽部の形状を台形柱としても同様の効果を得ることが
できる。図１２の（ａ）が光源ブロックと導光板１０の間に指向特性制御部材８０を設置
した状態の上面視模式図であり、（ｂ）は、指向特性制御部材８０を入光方向（Ｘ方向）
に見たときの模式図である。
【００８４】
　図１２の構成では、導光板１０に近付くにつれて光遮蔽部８２の幅が広がるように設計
されている。これにより、ＬＥＤ光源ＬＡから斜め方向（Ｘ方向に対して角度を有する方
向）に放射された光が、光遮蔽部８２に照射される割合が増え、かかる光が導光板１０に
向かって透過しにくくなっている。この結果、導光板１０には、Ｘ方向にほぼ平行に進行
する光が照射されることとなり、隣接点灯エリア内に光が流入するのを抑制する効果を更
に高めることができる。
【００８５】
　なお、図１１（ｃ）と同様に、空洞部分を台形柱状とした構成も実現可能である（図１
２（ｃ）参照）。



(12) JP 5469552 B2 2014.4.16

10

20

30

40

【００８６】
　［第４実施形態］
　上記各実施形態では、導光板１０を隔てて対向する１組の光源ブロック対が同時に点滅
することを想定していた。これに対し、本実施形態では、対向する１組の光源ブロック対
においても、それぞれ個別に点滅制御を行う構成とする。
【００８７】
　具体的には、図１（ａ）において、光源ブロックＡ１とＢ１が別々のタイミングで点灯
する。Ａ２とＢ２，Ａ３とＢ３，Ａ４とＢ４についても同様とする。このとき、基板Ｍ１
上に配置された光源ブロック（Ａ１～Ａ４）は、導光板１０のＸ方向の中心より左側の領
域を点灯エリアとし、Ｍ２上に配置された光源ブロック（Ｂ１～Ｂ４）は前記中心より右
側の領域を点灯エリアとする。これにより、表示エリアが８つに分割され、各領域別にＬ
ＥＤ光量を調整することで細かいローカルディミング駆動が可能となる。
【００８８】
　［別実施形態］
　上述の各実施形態では、導光板１０を隔てて両側面に光源ブロックを備え、両方向から
導光板１０に対して光が入射される構成を想定して説明したが、一方の側面にのみ光源ブ
ロックを備える構成としても構わない。かかる構成においても、上述の各実施形態と同様
に本発明の効果を奏する。
【符号の説明】
【００８９】
　　１：　　液晶表示装置
　　５：　　電源
　　１０：　　導光板
　　１１：　　拡散シート
　　１２：　　プリズムシート
　　１３：　　偏光反射シート
　　１４：　　反射シート
　　１５：　　液晶パネル
　　２１：　　コネクタ部
　　３０：　　筐体
　　３１：　　ドットパターン
　　３２：　　溝構造部
　　３５：　　額縁
　　６０：　　封止体
　　６１：　　ＬＥＤ素子
　　６２：　　リフレクタ
　　６３：　　出射面
　　７０：　　光源用導光体
　　７１：　　ＬＥＤ光源
　　８０：　　指向特性制御部材
　　８１：　　光透過部
　　８２：　　光遮蔽部（光反射部）
　　８３：　　連結部
　　Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４：　　光源ブロック
　　Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４：　　光源ブロック
　　Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３，Ｄ４：　　表示エリア（点灯エリア）
　　ＬＡ，ＬＢ：　　ＬＥＤ光源（点光源）
　　Ｍ１，Ｍ２：　　ＬＥＤ基板
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